
公     表 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第７項の規定により実施した

指定管理者監査の結果に対する措置状況の報告が岩倉市長からあったので、同

条第 12項の規定に基づきその内容を別紙のとおり公表する。 

 

   令和元年７月 10日 

 

 

                   岩倉市監査委員 内 藤   充 

                   岩倉市監査委員 木 村 冬 樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○平成 30 年指定管理者監査の概要 

１．監査のテーマ 公の施設の指定管理者制度の運用について 

２．監査対象施設 岩倉市生涯学習センター 

３．監査対象団体 特定非営利活動法人来未 iwakura 

４．監査対象課 教育こども未来部 生涯学習課 

５．監査の範囲 ・平成 27年４月１日から平成 30年３月 31日までの 

事業のうち、指定管理料に係る出納その他の事務。 

・指定管理者指定の手続に係るものは上記以前の期間 

を含む。 

６．監査の期間 平成 30年 12月３日から平成 31年１月 21日まで 

７．監査結果公表日  平成 31年 1月 22日 

８．措置通知受理日  令和元年７月３日 

 

○指定管理者監査の結果に対する措置内容 

 

報告書 指摘、留意、要望及び提案事項等 対応状況等 

P10 

公金の徴収事務については、地方自治法施行令

第 158 条第１項の規定により使用料等の徴収、

収納の事務を指定管理者に委託する場合、同条

第２項に規定する告示が必要であるがなされ

ていなかった。早急に対処されたい。 

令和元年５月 13 日付けで別添１の

とおり告示を行いました。 

P10 

事業報告書の提出期限については、「岩倉市公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る条例」第７条においては「毎年度終了後 30

日以内」と規定されているが、基本協定書にお

いては「岩倉市公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例第７条の規定に基づき、

毎事業年度終了後、市の出納閉鎖期日までに」

とされている。「岩倉市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例」を遵守するよ

う運用されたい。 

指定管理者に指示し、平成 30 年度

の事業報告書については、別添２の

とおり条例に定める期間内（年度終

了後 30 日以内）に提出してもらい

ました。 

P11 

（年に１度、指定管理者と担当部局により実施

されているモニタリングは、）前年度の管理状

況や事業等についての評価であるが、モニタリ

ングの実施時期が翌年度の 12 月であるため、

評価結果を当年度事業に反映させることが難

しい。より効果的な実施時期を検討されたい。 

令和元年５月から６月にかけて実

施しました。 

（注）講じた措置の内容は令和元年６月 24 日現在のものである。 






